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町からのお知らせ

有
料
広
告

証明書の種類 手数料 交付時間 備考

住民票の写し 300 円 午前６時 30 分
～午後 11 時

（土・日曜日、
祝日含む）

基山町に住民登録がある本人と同一世帯の現在の住
民票の写し（住民票コードやマイナンバー記載の住
民票は交付できません）

印鑑登録証明書 300 円 基山町で印鑑登録をしている本人の印鑑登録証明書

戸籍事項証明書 450 円
午前９時

～午後５時
（平日のみ）

基山町に本籍がある本人と同一戸籍の人の現在の戸
籍事項証明書と戸籍の附票の写し（基山町以外に住
民登録がある人は、事前に利用登録が必要です。）
※戸籍届出の直後は、証明書の交付ができない場合
があります。

戸籍の附票 300 円

（年末年始とシステムメンテナンス時は利用できません。）▽取得できる証明証・手数料など

個人番号カードをつくりませんか？

　個人番号カードは、運転免許証と同じように身分証明書として利用できるほか、コンビニ等
に設置されているキオスク端末（コピー機）にて各種証明書を発行できる等の機能を持った便
利なカードです。初回発行手数料は無料です。

※
問
合
せ
先　

住
民
課　

住
民
係　

☎
９
２

－

７
９
３
２

マイナンバーカードの申請方法
　個人番号カードは、平成 27 年月 10 月から発送を開始した通知カードに同封されている個人番号カー
ド交付申請書にて、郵送又はインターネットから申請できます。
　　郵送申請の場合
通知カードに同封されている、料金受取人払いの返信用封筒を 
ご利用ください。
※封筒の差出有効期間は令和４年５月 31 日に延長されていますので、 
平成 29 年 10 月４日までと印刷されているものをそのままご利用いた 
だけます。申請書や封筒がない場合は、住民課までお問い合わせください。

仕事等で日中は役場に来庁することが難しい方や、顔
写真入りの身分証明書をお持ちでない方は、個人番号
カードの発行が大変便利です。

【個人番号カード交付申請書】
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町からのお知らせ

  「
黒
谷
地
区
地
区
計
画
」
の
案
に
対
す
る 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

公
告
縦
覧
及
び
意
見
の
募
集
を
行
い
ま
す

　

地
区
計
画
と
は
、
都
市
計
画
法
第

12
条
の
４
第
１
項
第
１
号
に
定
め
ら

れ
た
、
住
民
の
合
意
に
基
づ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
の
地
区
の
特
性
に
ふ
さ
わ
し

い
ま
ち
づ
く
り
を
誘
導
す
る
た
め
の

計
画
で
す
。

　

今
回
、
土
地
の
所
有
者
等
に
よ
り

平
成
31
年
３
月
５
日
に
地
区
計
画
に

関
す
る
申
出
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た

つ
き
ま
し
て
は
「
黒
谷
地
区
地
区
計

画
」
の
案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、

広
く
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

▽
黒
谷
地
区
地
区
計
画
の
概
要

　

黒
谷
地
区
は
、
鳥
栖
基
山
都
市

計
画
区
域
の
市
街
化
調
整
区
域
に

位
置
す
る
と
と
も
に
、
東
側
は
県

道
久
留
米
基
山
筑
紫
野
線
に
接

し
、
南
側
に
は
県
道
基
山
平
等
寺

筑
紫
野
線
が
通
る
な
ど
、
交
通
環

境
に
非
常
に
恵
ま
れ
た
地
区
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
地
区

は
、
製
造
業
、
倉
庫
業
、
卸
売
業

を
中
心
に
多
く
の
企
業
が
立
地
す

る
基
山
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
に
隣
接

し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
隣
接
す

る
周
辺
環
境
と
の
調
和
を
図
り
つ

つ
、
良
好
な
産
業
用
地
を
整
備
す

る
こ
と
を
目
標
と
し
ま
す
。

▽
縦
覧
期
間

　

７
月
26
日（
金
）～
８
月
８
日（
木
）

　
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

▽
縦
覧
場
所

・
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
役
場
１
階
）

・
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
募
集
期
間

　

７
月
26
日（
金
）～
８
月
８
日（
木
）

▽
意
見
を
提
出
で
き
る
方

計
画
案
に
つ
い
て
ご
意
見
を
お
持

ち
の
方
。
ど
な
た
で
も
提
出
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
意
見
提
出
方
法

意
見
提
出
の
様
式
は
、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
に
備
え
付
け
て
い
る
ほ

か
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
又
は
持
参
で
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
い
た
だ
い
た
意
見
の
概
要
と
、
そ

れ
に
対
す
る
町
の
考
え
方
を
基
山

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
一
定
期
間

公
表
し
ま
す
。
公
表
さ
せ
て
い
た

だ
く
場
合
に
は
、
個
人
情
報
に
十

分
配
慮
し
ま
す
。

※
い
た
だ
い
た
意
見
に
つ
い
て
の
個　

 

　

別
の
回
答
や
返
却
は
し
ま
せ
ん
。

※
黒
谷
地
区
地
区
計
画
と
直
接
関
連

の
な
い
意
見
へ
の
回
答
は
行
い
ま

せ
ん
。

※
提
出
・
問
合
せ
先

　

定
住
促
進
課　

都
市
計
画
係　

　

☎
９
２

－

７
９
２
０

　
　

９
２

－

０
７
４
１

　
　

teiju-1@
tow

n.kiyam
a.lg.jp

  
10
月
1
日
（
火
）
か
ら 

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売
し
ま
す

　

消
費
税
・
地
方
消
費
税
率
の
10
％

へ
の
引
上
げ
が
低
所
得
者
・
子
育
て

世
帯
の
消
費
に
与
え
る
影
響
を
緩
和

す
る
こ
と
、
地
域
に
お
け
る
消
費
を

喚
起
・
下
支
え
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
10
月
１
日
（
火
）
か
ら
プ
レ
ミ

ア
ム
付
商
品
券
を
発
行
し
ま
す
。

▽
商
品
券
の
概
要

　

額
面
５
百
円
×

10
枚
綴
り
商

品
券
（
額
面
額
計
５
千
円
）
を
１

冊
４
千
円
で
販
売
し
ま
す
。

※
１
人
に
つ
き
５
冊
ま
で

▽
購
入
で
き
る
方

①
子
育
て
世
帯
主

　

平
成
28
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
元

年
９
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
お
子

さ
ん
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主

※
申
請
不
要
で
す
。
９
月
下
旬
以
降  

　

に
購
入
で
き
ま
す
。

②
低
所
得
者

　

平
成
31
年
１
月
１
日
時
点
で
基

山
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
本
年

度
の
町
県
民
税
が
非
課
税
の
方（
町

県
民
税
課
税
者
の
配
偶
者
・
扶
養

親
族
、
生
活
保
護
者
な
ど
を
除
く
）

※
申
請
が
必
要
で
す
。
該
当
す
る
可 

能
性
の
あ
る
方
に
は
、
８
月
中
旬

以
降
に
案
内
を
お
送
り
す
る
予
定

で
す
。

▽
商
品
券
利
用
期
間

　

10
月
１
日
（
火
） 

　
　
　

～
令
和
２
年
３
月
１
日（
日
）

【
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
避

難
し
て
い
る
方
へ
の
支
援
】

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（D

V

）
を

理
由
に
避
難
し
て
い
る
方
で
、
事
情

に
よ
り
平
成
31
年
１
月
１
日
時
点
で

基
山
町
に
住
民
登
録
が
で
き
て
い
な

い
方
（
住
所
地
の
町
県
民
税
が
非
課

税
に
限
る
）
は
、
申
し
出
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
り
基
山
町
で
購
入
引
換

券
の
申
請
を
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
に
関
す
る

特
殊
詐
欺
等
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売
す

る
た
め
に
、
町
か
ら
手
数
料
な
ど
の

振
込
を
求
め
る
こ
と
や
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現

金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

※
問
合
せ
先

　

産
業
振
興
課

　

☎
９
２

－

７
９
４
５

。


